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こども食堂利用者送迎等支援事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、こどもの貧困対策を推進するため、特定非営利活動法人等が実施するこども食

堂利用者送迎等支援事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、そ

の交付に関しては、山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号。以下「規則」と

いう。）に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（補助対象者） 

第２条 補助の対象となる団体（以下「補助対象者」という。）は、次の要件の全てに該当する営利

を目的としない民間団体とし、法人格の有無を問わない。 

（１）県内に事務所を有し、かつ県内を中心に活動していること。 

（２）活動地域に関係なく、県内に住む支援が必要なこどもとその親に対応していること。 

（3）宗教的又は政治的な目的を有する団体でないこと。 

（4）暴力団である団体又は暴力団員が構成員等（代表者、理事、監事、構成員又はこれらに準じ

る者をいう。）となっている団体でないこと。 

 

（補助対象事業） 

第３条 補助の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、２以上の小学校区に跨がって行う、

補助対象者が行う地域のこどもたちへの食事及び交流の場（以下「こども食堂」という。）への

送迎を行う取組（以下「送迎支援」という。）、若しくはこども食堂で調理または用意した弁当及

び食材をこどもの自宅へ届ける取組（以下「宅食」という。）であって、次に掲げる要件を満たす

ものとする。 

（1）補助対象事業は、「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン

について（令和６年３月１日付け国自旅第３５９号国土交通省物流・自動車局旅客課長発通

知）」に基づき、実施すること。 

（2）送迎支援においては、安全な送迎を目的とした運転者講習の受講等、必要な対応をとること。 

（3）補助事業の規模に応じて、必要なスタッフ（ボランティアスタッフも含む。以下同じ。）体制を

確保すること。 

（4）県が開催し、または関与するこども食堂並びにこどもの居場所の支援に関わる他の関係機

関等との研修会もしくはネットワーク会議に年に１回以上参加すること。 

（5）食事の提供における食品の安全確保を図るため、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）

その他の法令及び通知等に基づく適切な衛生管理体制を構築すること。 

（6）利用するこどもの食物アレルギーの有無を確認すること。この場合において、食物アレルギー

に対応することができないときは、参加者へ周知、注意喚起する等、健康被害防止のため、
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適切に対応すること。 

（7）食中毒及び事故発生時の対応方法及び連絡体制をあらかじめ定めるとともに、スタッフに

周知徹底を図り、これらが発生したときは、市町村及び福祉事務所に対し、速やかに報告を

行うこと。 

（8）事故発生時の対応のため、損害保険等に加入すること。 

（9）送迎支援時において、事故や利用者の体調の急変等が生じた場合に、救急車の手配、利用 

者の家族への連絡等、速やかに必要な対応を講じるため、緊急時の危機管理体制を整備 

するとともに、その際の一連の対応について、記録すること。 

（10）特定の政党または政治団体のための活動もしくは特定の宗教のための活動を行わないこと。 

（11）個人情報の適正な管理に十分配慮し、また、補助事業の実施に携わるスタッフ等に対し、業

務上知り得た情報を漏らすことのないよう、個人情報の厳格な取扱いについて、周知徹底を

図る対策を講じること。 

 

（補助対象経費及び補助率等） 

第４条 補助率の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、補助率及び補助限度

額は、別表に掲げるとおりとする。 

２ 行政機関、公益財団法人、民間企業など他の機関から助成を受ける事業とは、その補助対象

経費を別にすること。 

 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、こども食堂利用者送迎等

支援事業費補助金交付申請書（様式第１号）に関係書類を添えて、知事が別に定める日まで

に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の申請書を受理し、必要と認めるときは、申請内容等について申請者から聴取等

の調査を行うことができる。 

３ 申請者は、前項の申請書を提出するに当たり、補助金に係る消費税等仕入控除税額（補助対

象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）

の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補

助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して交付申請をしなければならない。ただし、

申請時において、当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでな

い。 
 

（補助金の交付決定） 

第６条 知事は、第５条の規定による補助金交付申請書の提出があった場合には、書類を審査の

上、交付すべきものと認めたときはすみやかに交付の決定を行い、様式第２号による補助金交
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付決定通知書を補助事業者に送付するものとする。 

２ 知事は、前項の決定をする場合において、必要に応じて条件を付すことができるものとする。 

 

（補助金の交付の条件） 

第７条 補助金交付の条件は、次の各号のとおりとする。 

（１）補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業に要する経費の配

分又は補助事業の内容の変更をしようとするときは、変更（中止・廃止）承認申請書（様式第

３号）を提出し、知事の承認を受けなければならない。ただし、補助対象経費の各費目相互間

において、いずれか低い額の２０％以内を増減させる場合又は補助事業の目的の達成に支

障をきたさない事業計画の細部の変更であって、交付決定を受けた補助金の額の増額を伴

わない場合はこの限りではない。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、変更（中止・廃止）承認申請書を提出し、知

事の承認を受けること。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合又は補助事業の遂行が困難となっ

た場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けること。 

（４）補助金の交付の条件等に違反した場合の措置として、次のいずれかに該当するときは、補助

金の交付決定の全部又は一部を取り消す場合がある。 

  ア 補助金の他の用途への使用をしたとき 

イ 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき 

ウ 補助事業に関し法令等又はこれに基づく知事の処分に違反したとき 

エ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していたとき 

（5）知事は、第５条３項の規定により、補助金に係る消費税等仕入控除税額について減額して交

付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税等仕入控

除税額を減額して交付決定するものとする。 

（６）知事は、第５条３項のただし書による交付申請がなされたものについては、補助金に係る消費 

税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件 

を付して交付決定を行うものとする。 
 

（状況報告） 

第８条 補助事業者は、知事から規則第１０条の規定により補助事業の執行状況に関する報告を

求められた場合は、速やかに書面により報告しなければならない。 
 

（実績報告書） 

第９条 補助事業者は、当該事業が完了した日から１５日以内、又は廃止の承認を受けた日から

起算して１箇月を経過した日、若しくは交付決定をした年度の１月３１日のいずれか早い期日ま

でに、実績報告書（様式第４号）に関係書類を添え、知事に提出しなければならない。 
２ 補助事業者は、前項の規定により実績報告を行うに当たり、補助金に係る消費税等仕入控除

税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。 
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（補助金の額の確定） 

第１０条 知事は、前条の規定により実績報告書を受理したときは、その内容を審査のうえ補助金

の額を確定し、補助金交付額確定通知書（様式第５号）により補助事業者に通知する。 

 

（補助金の交付） 

第１１条 補助金の交付は、精算払いとする。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１２条 補助事業者は、事業終了後、申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定し

た場合には、様式第６号により速やかに知事に報告しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を

命ずるものとする。 

 

（書類の保管） 

第１３条 補助事業に係る帳簿及び証拠書類は、当該補助事業終了の年度の翌年度から起算し

て５年間、整備保管しておかなければならない。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この要綱は、令和９年３月３１日限りで、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付決定さ 

れた補助金については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。 
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別表 

補助対象経費 補助率 

経費の種類 詳細 補助額 10/10 

⑴燃料費 補助対象事業の実施に
当たり必要となる燃料
代に限る 

 

実費相当額（備考１に規定す
る算出式により得られる額を
限度とする。） 

補 助 金 の 総
額は、１補助
事業者当たり
1０万円を限
度とする。 ⑵保険料 補助対象事業の実施に

当たり必要となる自動
車保険及びボランティア
保険等に係る保険料 

実費相当額（ただし、既存車
両に付保されている自動車
保険により対応できる場合
は、備考２に規定する算出式
により得られる額を限度とす
る。） 

⑶車両費 補助対象事業の実施に
当たり必要となるレンタ
カー代 

実費相当額（１回の実施につ
き上限 20,000 円とする） 

⑷事務費 消耗品費、印刷製本費、
通信運搬費、賃借料、施
設使用料、駐車場使用
料、道路通行料、ボラン
ティア講習及び交通安
全講習等の講習費用 

実費相当額 

 

備考 

１ 燃料費に係る補助金の額の上限は、以下の算出式により求めた額とする。 

 

走行距離（ｋｍ）÷燃費（ｋｍ／ℓ）×石油燃料等価格（円／ℓ） 

走行距離 地図情報のウェブサイトで計測した距離 

 

燃費 原則として、国土交通省から公表されている最新版の自動車燃費一覧による。

（ただし、複数の測定モードにより公表されている場合は、最も高い値を採用す

る。） 

石油燃料等価格 資源エネルギー庁が実施する給油所小売価格調査において、交付決定時から

過去最新の調査日にあたる時点の各種石油燃料現金価格（都道府県別のた

め、山梨県の価格を参照すること。） 

 

２ 既存の車両を使用する場合の自動車保険料の上限は、以下の算出式により求めた額とする。 

使用車両に付保されている自動車保険の保険料（円／年）×事業による運行日数÷３６５ 
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様式第１号 
 

第         号 
令和  年  月  日 

 
 

山梨県知事   殿  
 
 
                                         所在地       
                                         団体名       
                                         代表者名                            印 
                                         ＴＥＬ      
 
 
 

令和  年度こども食堂利用者送迎等支援事業費補助金交付申請書 
 
 

このことについて、別紙計画書のとおり実施したいので、こども食堂利用者送迎等支援事業費
補助金交付要綱第５条の規定により、関係書類を添えて補助金の交付を申請します。 
 
 

１ 交付申請額            円 
 

２ 添付資料 ※添付した資料名に☑を記入してください。 

 

□①事業計画書 （様式第１号の１） 
 

□②収支予算書 （様式第１号の２） 
 
□③申請団体調書 （様式第１号の３） 

 
□④誓約書（様式第１号の４） 

 
⑤その他添付書類 
□定款又は規約又はそれに準ずるもの 
□申請金額の内訳が分かる資料又は見積書 
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様式第１号の１ 
事  業  計  画  書 

①事業名称 （２０字以内）  

②事業実施地域 （具体的な実施場所） 
 

 

③事業概要 

事業の目的 
 

 

事業スケジュール  

具体的な事業内容 

（活動頻度、スタッフ体制、

衛生管理体制、アレルギー

対応、保険加入状況、緊急

時の連絡体制等を記載） 

 

 

 

 

 

 

どのようなこども・家庭の状

況や支援ニーズ等に対応

するのか（参加可能な人数

を明示） 

 

 

 

 

 

 

④事業効果 

事業終了後に期待される

事業効果（できる限り数値

化してください） 

 

 

 

 

 

 

⑤安全な送迎を目的とした運転者講習等の

取組について（送迎支援に限る） 
 

※ 用紙が足りない場合は適宜追加してください。 

※ 参考となる資料がある場合は別に添付してください。  
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様式第１号の２ 
 

収 支 予 算 書 
 
○収入の部                                                       単位：円 

科  目 予 算 額 積 算 の 根 拠 備  考 

    

合  計    

 
 
○支出の部                                                      単位：円 

科  目 予 算 額 積 算 の 根 拠 備  考 

    

合  計    

※ 団体等の年間予算ではなく、申請に関わる事業収支のみを記載してください。 
※ 支出の部〔科目〕欄には、「（別表）補助対象経費」の科目を記入してください。 
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様式第１号の３ 
申  請  団  体  調  書 

①団体名称 

団体種別（法人格）  

団体名  

団体名ふりがな  

②団体所在地 

郵便番号  

都道府県名  

市町村  

市町村ふりがな  

詳細住所  

詳細住所ふりがな  

③団体代表者 

役職  

氏名  

氏名ふりがな  

④団体情報 

団体設立年月日  

団体の構成人数  

電話番号  

ＦＡＸ番号  

E-Mail  

Facebook等のURL  

課税事業者の適否  

これまでの主な活動内

容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※活動内容が分かるパンフレット・チラシ類、総会資料等が

あれば添付することで記載不要  

⑤担当者 

氏名  

氏名ふりがな  

E-Mail  

※ 法人の定款又は規約又はそれに準ずるものを添付してください  
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様式第１号の４ 
 

誓    約    書 
 
 

私は、下記の事項について誓約します。 
なお、県が必要な場合には、山梨県警察本部に照会することについて承諾します。 
また、照会で確認された情報は、今後、私が県と行う他の契約等における身分確認に利用する

ことに同意します。 
 

記 

 
１ 自己又は団体の役員等が、次のいずれにも該当する者ではありません。 

（１） 暴力団 （暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第
２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

（２） 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 
（３） 自己、団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をも

って、暴力団又は暴力団員を利用している者 
（４） 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しく

は積極的に暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者 
（５） 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 
（６） 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が上記（１）

から（５）までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結している者 
２ １の（２）から（６）に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個

人ではありません。 
 
 

令和  年  月  日 
 
 

山梨県知事    殿 
 

〔 法人、団体にあっては事務所所在地 〕 
 

〔 法人、団体にあっては法人・団体名、代表者名 〕 

（ふりがな）  
氏  名                         ㊞  

 
 

生年月日 （明治・大正・昭和・平成）  年  月  日 
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様式第２号 
 

第         号 
令和  年  月  日 

 
              殿  

 
 
                                              山梨県知事     印 
 

 
令和 年度こども食堂利用者送迎等支援事業費補助金の交付決定について（通知） 

 
令和  年  月  日付け    第     号で申請のあったこのことについては、山梨県補助金等

交付規則及びこども食堂利用者送迎等支援事業費補助金交付要綱第 6 条の規定により、次のと
おり交付決定します。 
 
 
 
１   交付決定額           円 
 
２   補助事業に要する経費の配分は、前記交付申請書記載のとおりとする。 
 
３   補助金の交付の条件は次のとおりとする。 

⑴  補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業に要する経費の

配分又は補助事業の内容の変更をしようとするときは、変更（中止・廃止）承認申請書（様式

第３号）を提出し、知事の承認を受けなければならない。ただし、補助対象経費の各費目相互

間において、いずれか低い額の２０％以内を増減させる場合又は補助事業の目的の達成に支

障をきたさない事業計画の細部の変更であって、交付決定を受けた補助金の額の増額を伴わ

ない場合はこの限りではない。 

⑵  補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、変更（中止・廃止）承認申請書を提出し、

知事の承認を受けること。 

⑶  補助事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合又は補助事業の遂行が困難となっ

た場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けること。 

⑷  補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、知事が別に定める期間中に
おいては、知事の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、
貸し付け、又は担保に供してはならない。 

 
４   補助事業が、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されているか確

認するため、補助事業の遂行状況について報告させることがある。 
 
5   補助事業が完了した日（廃止の承認を受けた場合はその承認の日）から起算して一箇月を
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経過した日又は交付決定をした年度の１月３１日のいずれか早い期日までに、補助事業の成果
を記載した補助事業実績報告書に別に定める書類を添えて知事に報告しなければならない。 

 
６   補助事業に係る帳簿及び証拠書類は、補助事業終了年度の翌年度から起算して５年間、整

備保管しておかなければならない。 
  



13 

 

様式第３号 
 

第         号 
令和  年  月  日 

 
 
 

山梨県知事   殿  
 
 
                                         所在地       
                                         団体名       
                                         代表者名                            印 
                                         ＴＥＬ      
 
 

令和  年度こども食堂利用者送迎等支援事業費補助金事業変更（中止・廃止） 
承認申請書 

 
令和  年  月  日付け    第     号で交付決定の通知のあったこのことについて、次の理

由により事業計画を変更（中止・廃止）したいので申請します。 
 

１ 変更（中止・廃止）の理由 
 
 
 
 

２ 変更（中止・廃止）の内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（※変更の場合：交付申請の添付書類に準じて、変更前と変更しようとする内容を比較記載した
書面を添付すること。） 
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様式第４号 
 

第         号 
令和  年  月  日 

 
 
 

山梨県知事   殿  
 
 
                                         所在地       
                                         団体名       
                                         代表者名                            印 
                                         ＴＥＬ      
 
 

令和  年度こども食堂利用者送迎等支援事業費補助金実績報告書 
 

令和  年  月  日付け    第     号で補助金交付の決定の通知のあった補助事業につい
て、その実績を次のとおり報告します。 
 
 
１ 実績報告額            円 
 
２ 添付資料 ※添付した資料名に☑を記入してください。 
 

□①事業報告書 （様式第４号の１） 
 
□②収支決算書 （様式第４号の２） 
 
□③経理関係書類 （領収書の写し等支出の実績が証明できるもの） 

 
④その他添付書類 

□事業実施内容が分かる写真，印刷物等 
 

３ 支払の方法 
口座振替  振替先銀行名           預金種別（当座・普通） 

       口座名           No.         
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様式第４号の１ 
事  業  報  告  書 

①事業名称 （２０字以内）  

②事業実施地域 （具体的な実施場所）  

③実施内容 

事業の目的  

事業実施期間  

事業実施内容 

（１５０字以内） 

（活動頻度、スタッフ体制、

衛生管理体制、アレルギー

対応、保険加入状況、緊急

時の連絡体制等を記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④事業成果 
目標に対する成果（できる

限り数値化してください） 

 

 

 

 

 

 

⑤事業効果 

事業終了後の事業の効果 

（できる限り数値化してくだ

さい） 

 

 

 

 

 

 

⑥研修会等への

参加 

参加した研修会等の日程

及び内容 
 

⑦安全な送迎を目的とした運転者講習等

の取組について（送迎支援に限る） 
 

※ 用紙が足りない場合は適宜追加してください。 

※ 参考となる資料がある場合は別に添付してください。  
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様式第４号の２ 
 

収 支 決 算 書 
 
○収入の部                                                      単位：円 

科 目 予 算 額(A) 決 算 額(B) 決算額の内訳 比較増減(B)-(A) 

     

合  計     

 
 
○支出の部                                                       単位：円 

科  目 予 算 額(A) 決 算 額(B) 決算額の内訳 比較増減(B)-(A) 

     

合  計     

 ※ 支出の部〔科目〕欄には、「（別表）補助対象経費」の科目を記入してください。 
 ※ 必ず領収書の写し等支払いを確認できる書類を添付ください。  
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様式第５号 
 

第         号 
令和  年  月  日 

 
 
 

              殿  
 
 
                                             山梨県知事   印 
 

 
令和 年度こども食堂利用者送迎等支援事業費補助金の額の確定について（通知） 

 
令和  年  月  日付け  第    号で実績報告のあったこのことについては、こども食堂利用

者送迎等支援事業費補助金交付要綱第１0 条の規定により、次のとおり補助金の額を確定します。 
 
 

確 定 額            円 
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様式第６号 
 

第    号  

令和 年  月  日  

  

  山梨県知事 殿 

 

 

（団体等名称）                     

 

（役職・代表者名）                    

 

 

補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

  

令和 年  月  日付け第    号で額の確定があった令和 年度こども食堂利用者送迎等支援事

業費補助金について、こども食堂利用者送迎等支援事業費補助金交付要綱第１2 条の規定に基

づき、次のとおり報告します。 

  

１ 交付要綱第１１条に基づく補助金額の確定額        円 

 

２ 補助金の額の確定時における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 

 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した補助金に係る消費税及び地方消費税に係  

る仕入控除税額       円 

 

４ 補助金返還額（３－２）      円 

 

５ 添付書類 

  ・消費税の確定申告をした場合は、その関係書類 

  ・２の補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の積算内訳等 

 

【内容に関する連絡先】 

住所 
〒 

部署名  

担当者氏名  

連絡先 
電話番号  

e-mail  

 


